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右
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
四
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
速
道
路
に
関
す

る
調
査
等
の
た
め
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
る

こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
。 

  
 

交
付
年
月
日 

     
 

有
効
期
間 

     

会
社
名
及
び
責
任
者
の
氏
名 

印 
 

(裏) 

道
路
整
備
特
別
措
置
法(

抜
粋) 

第
四
十
四
条 

会
社
は
、
高
速
道
路
に
関
す

る
調
査
、
測
量
若
し
く
は
工
事
又
は
高
速

道
路
の
維
持
の
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
人
の
土
地

に
立
ち
入
り
、
又
は
特
別
の
用
途
の
な
い

他
人
の
土
地
を
材
料
置
場
若
し
く
は
作
業

場
と
し
て
一
時
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

会
社
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
他
人
の

土
地
に
立
ち
入
り
、
又
は
一
時
使
用
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土

交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
天
災
、
事
変
そ
の
他
の

非
常
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、

十
五
日
以
内
の
期
間
一
時
使
用
を
す
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

道
路
法
第
四
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七

項
ま
で
、
第
六
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
七

項
ま
で
及
び
第
六
十
七
条
の
規
定
は
、
第

一
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
四
十
四
条
第
五

項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
道
路
管

理
者
」
と
あ
る
の
は
「
会
社
」
と
、
同
条

第
五
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
」

と
あ
る
の
は
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第

四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り

又
は
一
時
使
用
」
と
、
同
法
第
六
十
六
条

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
同
条
第
五

項
及
び
第
六
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
り
、

並
び
に
同
法
第
六
十
七
条
中
「
前
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
整
備
特
別
措
置

法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

道
路
法(

抜
粋) 

第
六
十
六
条 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
他
人
の
土
地
に
立

ち
入
ろ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ

ら
か
じ
め
当
該
土
地
の
占
有
者
に
そ
の
旨

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、

あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
又
は
か
き
、

さ
く
等
で
囲
ま
れ
た
土
地
に
立
ち
入
ろ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
立
入
の
際
あ

ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
当
該
土
地
の
占
有
者

に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

日
出
前
及
び
日
没
後
に
お
い
て
は
、
占

有
者
の
承
諾
が
あ
つ
た
場
合
を
除
き
、
前

項
に
規
定
す
る
土
地
に
立
ち
入
つ
て
は
な

ら
な
い
。 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
人
の
土
地
に

立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
身
分
を

示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
呈
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 


